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国際戦略研究所 中国情勢月報／No. 2024-01  2024 年 4 月 17 日  

 

中国の外資歓迎が意味するもの  

日本総研国際戦略研究所  副理事長 高橋邦夫 

１．はじめに 

3月の全国人民代表大会（全人代）が終わっ

た後、中国の動向で急に目立っていること

は、習近平・総書記（国家主席）以下の要人

の、外国企業の中国投資を誘致しようとす

る発言である。これは、今年 1月 19日に中

国商務部が発表した 2023 年の中国への海

外直接投資（FDI）が対前年比 8.0％減の 1

兆 1300 億人民元（約 1571 億米ドル）であ

り、前年割れは 2012年以来であることを考

えれば、当然とも取れるが、他方で、全人代

の「政府活動報告」では経済発展よりも国家

の安全を重視するがごとき内容も多く含ま

れていたことを考えると、やはり注視する

べき変化である。 

今回は、こうした中国の外資歓迎の背景に

ある事情、それに対する米国を中心とする

諸外国の反応などを取りまとめて、以下の

通り御紹介する。 

１．外資呼び込みの「行動方案」の発表 

（１）ことの発端は、3月 20日付『人民日

報』が報じた国務院弁公室による「高水準の

対外開放をしっかり進めて、外資を更に吸

引・利用する行動方案」の発表であった。 

この「行動方案」では、外国企業の投資は、

中国式現代化建設に参加し、中国経済と世

界経済が共に繁栄・発展する重要な力であ

り、更に大きな力で外資を吸引・利用する際

には、習近平思想を指導原則として堅持し、

新発展理念（注１）を完全に正確に、そして

全面的に貫徹し、市場化・法治化・国際化さ

れた一流のビジネス環境を造り、外資の中

国における発展の信頼を固めなければなら

ない、としている。 

（２）続いてこの「行動方案」は、5分野 24

カ条の措置を提起している。具体的には、 

①市場参入を拡大し、外国企業の投資の自

由化の水準を高める。合理的に外国企業投

資・参入のネガティブリストを縮小し、科学

技術イノベーション分野での外国企業投資

参入の試点を緩和し、銀行保険分野への外

資金融機構の参入を拡大し、外資金融機構

の国内債券市場業務参加の範囲を拡大する、 

②政策力を強化して、外国企業の投資を吸

引する力を向上させる、 

③公平な競争環境を適正化し、外国投資企

業へのサービスを行う、 

④イノベーションの流動をスムーズに行い、

内外企業のイノベーション協力を促進する、 

⑤国内ルールを完全にし、国際的な高いス

タンダードの経済貿易ルールとうまくドッ

キングさせる、 

の５分野である。 

３．相次ぐ党・政府幹部の外資歓迎の発言 

（イ）習近平総書記の「新時代の中部地区

崛起を推進する座談会」での発言（3 月 20
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日） 

・着実に制度型開放を拡大し、深く「一帯一

路」共建と融合し、新ユーラシア・ランド・

ブリッジ（注２）、西部陸海新通道（注３）

を主動的にドッキングさせ、高いスタンダ

ードの自由貿易試験区を建設し、更に多く

の高いレベルの対外開放協力のプラットフ

ォームを建設し、国内・国際の双循環をつな

げて更に多くの役割を発揮させなければな

らない。 

・市場化・法制化・国際化されたビジネス環

境の建設を強化し、国内外の要素・資源を吸

引する力を増強しなければならない。  

（ロ）習近平主席の米国民間代表団（注

４）との会見の際の発言（3 月 27 日） 

 改革開放は現在の中国が時代に追いつこ

うとする重要な宝である。中国の改革は止

まることがなく、開放も歩みを止めること

はない。我々は、全面的深化改革の重大な措

置についての一連の計画を作り（それらを）

実行し、市場化・法治化・国際化の一流のビ

ジネス環境を引き続き建設し、米国企業を

含む各国企業のために更に広い発展のスペ

ースを提供する。中米関係に近年生じてい

る新たな変化に対しては、双方は、相互尊

重・互恵互利・平等の交渉を堅持して、市場

ルールに照らして事を行い、経済貿易の互

利協力を拡大し、互いの発展の権利を尊重

し、中米のウインウインと世界のウインウ

インを追求するべきである。米国企業が更

に多く「一帯一路」共建に参加し、中国国際

輸入博覧会などの大型の活動に参加し、引

き続き中国に投資し、中国を深く耕し、中国

で勝つことを歓迎する 

 

（ハ）李強首相の「中国発展ハイレベル・

フォーラム」での基調講演（3 月 24 日）  

我々は、引き続き市場化・法制化・国際化さ

れた一流のビジネス環境を造り、重点分野

とカギとなる部分の改革を一層深化させ、

法に基づいて各種の企業の合法的権益を保

護し、制度的開放を着実に進めて、ハイレベ

ルの開放をもって世界とつながっていく。

一層開放された中国は、必ずや世界のため

に更なる協力・ウインウインのチャンスを

もたらすものであり、我々は世界とともに

中国の持続的発展の大きなチャンスを享受

し、各国と手を携えて共同発展の美しい未

来を創っていきたい。 

（ニ）趙楽際・全人代委員長の「ボアオ・

アジアフォーラム」での基調講演（3 月 28

日） 

中国は、高い質の発展をもって全面的に中

国式現代化を推進しており、世界経済の復

興のために強大な動力を注入し、各国の発

展、特にアジアの隣国の発展のために更に

多くのチャンスを提供していく。 

（ホ）韓正・国家副主席の「投資中国」活

動における演説（3 月 26 日） 

・習近平主席は外資工作を高度に重視し、

高いレベルの対外開放を拡大して、外資を

大きな力で吸引し利用し、世界と発展のチ

ャンスを享受し、世界のグローバル化を一

層の開放・包容・恩恵の普遍化・均霑の方向

に向って発展させなければならないと何度

も強調している。 

・我々は、引き続き中国経済の安定的で健

全な運用を推進し、各国企業と発展の成果

を享受していく。中国市場の潜在性を引き
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続き開放し、外資企業のために更に多くの

商機を創造していく。 

・「投資中国」のブランドを打ち立て、ハイ

レベルの対外開放を拡大し、主動的に国際

大循環と融合する重要な措置を取るだけで

なく、積極的に経済のグローバル化を推進

し、グローバルな産業チェーン・サプライチ

ェーンを安定させ円滑にする実際行動を促

進する。一層多くの外国企業界の友人が中

国に来て投資・起業することを真に歓迎す

る。中国への投資は、即ち未来への投資であ

る。 

（ヘ）鄭柵潔・中国国家発展改革委員会主

任の「中国発展ハイレベル・フォーラム」で

の発言（3 月 24 日） 

・国家発展改革委員会は引き続き実務的措

置をとって、新たな質の生産力の発展を加

速させる。高いレベルの対外開放の拡大に

おいて、外資導入に力を入れ、「2024年版外

商投資参入ネガティブリスト」の発表を加

速させ、複数の重要外資プロジェクトの建

設への支援を継続し、デジタル製品などの

市場参入を拡大し、データの開発開放と流

通利用の推進に力を入れる。 

・新たな質の生産力の発展を加速させるこ

とに関しては、第 1 に科学技術イノベーシ

ョンによって産業のイノベーションを牽引

する、第 2 に体制・メカニズムの刷新を推

進する、第 3 に高いレベルの対外開放を拡

大する。 

４．今回の外資誘致の動きの特徴と外国メ

ディアの反応 

（１）動きの特徴とその背景 

振り返って見ると、昨年もこの時期に全国

人民代表大会（全人代）で選任されたばかり

の李強首相が、今年同様に「中国発展ハイレ

ベル・フォーラム」及び「ボアオ・アジアフ

ォーラム」（注：昨年の中国からの最高位参

加者は、李強首相）で、外国企業を含む民間

企業（民営企業）の活動を重視すると述べ、

中国への投資を呼びかけていた。こうした

昨年の状況と今年の状況を比べると、最初

に御紹介した「行動方案」は国務院弁公室が

決め、発表したという点では、昨年、国務院

のトップである李強首相が発言したことと、

その「インパクト」のレベルは同じであると

も言えるが、今年の場合、その後「外資誘致」

を訴えた幹部の中に、最高指導者である習

近平総書記（国家主席）自身が含まれている

点は、やはり無視できないであろう。 

換言すれば、冒頭御紹介したように、昨年の

中国への海外直接投資（FDI）が 10 数年ぶ

りに減少したことが、国内需要が当局の期

待通りには伸びていないこととも相俟って、

中国の指導部に危機感を生んだとも言える

のではないだろうか。そうした状況を踏ま

えて、中国指導部としても、外国企業の中国

投資ないしは中国での起業を促し、それを

通じて外国から資本を導入するとともに、

その過程を通じて外国企業が有するノウハ

ウ、更には技術の中国への移転を実現した

いという思惑もあるものと考えられる。 

（２）外国メディアの受け止め方 

（イ）こうした中国の動きを、海外のメディ

アはどう見ているのであろうか。結論から

言えば、少なくとも今のところ、極めてクー

ルな反応に留まっている。 

その背景には、昨年来の中国で起きている

様々な出来事・動きが影響していることが
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伺える。それらを幾つか挙げると、 

・昨年 3 月に日本の製薬会社の中国駐在幹

部が拘束され、未だ釈放されておらず、かつ

その理由も十分には説明されていないこと、 

・同じく昨年 3 月に、米国コンサルティン

グ会社の中国人スタッフが拘束され、かつ

同社には今年 2 月に罰金が科せられたこと、 

・昨年 7 月から改正「反スパイ法」が施行

され、その規定内容から公安当局の恣意的

運用が懸念されること、 

・昨年 12月の「中央経済工作会議」開催を

受けて、国家安全部が「中国経済を貶める

様々な常套句が後を絶たない」などと述べ

て、中国経済に対して批判的な論評を違法

行為とする可能性を示していること、 

などである。 

（ロ）因みに、日本企業からはこうした中国

側の外資への秋波に対して、 

・中国がいくら「中国に投資してもらいた

い」と言っても、投資に際して中国経済の現

状・見通しに関する客観的な情報がなけれ

ば、投資するか否かの判断は出来ず、結果的

に別の第三国に投資する結果にもなり兼ね

ない。また、中国経済に関するそうした情報

を集めることが「国家秘密を探ろうとして

いる」など公安的視点からのみ見られる危

険性もある、 

・仮に投資をしたとしても外国企業が持ち

込んだ技術の中国企業への強制的移転など

が求められるとしたら、外国企業は中国へ

の投資を躊躇することになろう、 

・中国での事業展開をしたくても、仮に派

遣した従業員の身の安全が確保できなけれ

ば、中小企業を中心に、経営者は中国への進

出に慎重にならざるを得ない、 

などの声が聞こえる。 

 

５．上記のこれらの動きを踏まえて 

（１）直近の中国経済とその見通し 

これまで中国の外資誘致の動き、それに対

する外国メディアの反応、その背景などに

ついて縷々述べてきた。それらを踏まえて、

何が言えるかを以下に考えてみたいが、そ

の前に念のため直近の中国経済の状況を概

観したい。 

中国の状況に詳しい読者諸氏が御承知のよ

うに、毎年 1 月ないしは 2 月に「春節」が

あり、それに伴う長期の休暇もあることか

ら、国家統計局が毎月ごとに発表している

経済実績の多くを 1 月と 2 月については、

2カ月分まとめて発表している。そうして発

表された今年 1 月～2 月期及び最近発表さ

れた第 1 四半期の経済実績などの数字を見

る限り、 

①春節需要や長い春節休暇を利用した国内

観光の増加などにより個人消費は増加した

ものの、今後の見通しは、国内の消費の回復

が未だ力強くないこと、また続く不動産業

界の低迷などにより、決して明るいもので

はない、 

②一方、輸出入は昨年末に比べると持ち直

しているが、最近、電気自動車（EV）あるい

は太陽光パネル・蓄電池などが過剰生産さ

れていると米国が問題視し始めていること、

同様に EU では中国政府が EV 生産に対して

補助金を支給しているとして同様に問題視

していることなどを考えると、今後の輸出

の状況は決して楽観視できない、 

③4月 16日に中国国家統計局が発表した今

年第 1四半期（1月～3月）の経済成長率は、

5.3％と、大方の市場予想を上回ったものの、
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他方で、3月の鉱工業生産は対前年比 4.5％

増で、1～2 月の 7.0％増からは鈍化してお

り、また 3 月の小売り売上高は 3.1％増加

したが、1～2 月の 5.5％増よりも鈍化して

いる。これらを総合すると、中国経済は改善

の兆しは見え始めているものの、未だ手放

しで今後の行方を楽観視できるほどには至

っていない、 

④更に、対中投資に関しても、上記の通り、

多くの海外企業が中国当局の外資誘致の動

きを慎重に見極める可能性が高いことに加

えて、そもそも米中の経済摩擦などから西

側各国が対中依存度を引き下げるためのサ

プライチェーンの見直しを進めている結果、

対中投資も減少する可能性が高い、 

などが中国経済専門家により指摘されてい

る。 

（２）日本の政府・企業の取るべき道 

（イ）以上を踏まえて、筆者が考える日本の

政府・企業の取るべき道を紹介して、本稿を

閉じたいと思う。 

まず押さえておかなければならない点は、

現在の日本と中国の関係が極めて複雑であ

るという現実である。具体的には、中国の増

大する軍事力、東シナ海・南シナ海での拡張

主義的行動などから、日本としても同盟国・

米国との関係強化を含むそれに対応した行

動を取らざるを得ず（注：中国側は、逆の論

理を言っているが、いずれにしろ）、結果的

に安全保障面での関係は極めて厳しい状況

にあり、その傾向は今後とも変わる可能性

は低い。 

他方、経済面での関係を見ると、2023年の

場合、中国は米国に次いで第 2 位の輸出相

手先であり、輸入は第 1位の相手先である。

極論すれば、今日の日本経済は中国との関

係を抜きにしては語れないとも言えよう。

更に、議論を複雑にしているのは、近年、安

全保障と経済の問題が密接に絡み合ってい

るという事実である。かつては日中間で歴

史問題などが起きた際には「政冷経熱」（政

治面の関係は冷たいが、経済面の関係は熱

い）等ということが言われ、今日でもそうし

たことは一定程度言えようが、米国と中国

の経済面での摩擦が貿易赤字の問題からハ

イテク分野へと広がるとともに、米国は日

本を含む同盟国・同志国に対して、中国の軍

事技術発展を利することになるような技術

を中国に売却しないよう求めてきている。

仮にそうした米国の意向に反した場合には、

米国の国内法により当該企業が制裁を被る

ことにもなりかねないという状況になって

おり、日本企業は米国と中国の狭間で対応

に苦慮している。 

（ロ）他方、状況を冷静に見ると、上記の習

近平国家主席が会見した米国からの代表団

は、米中関係全国委員会会長、Blackstone社

会長など錚々たるメンバーであり、米中両

政府の対立があるにも拘わらず、米国民間

団体・企業のしたたかさが伺える。更に、最

近は、米中首脳の電話会談を皮切りにイエ

レン米財務長官の訪米、王受文・中国商務部

副部長（次官）の訪米も行われており、対立

は対立として、閣僚レベルでの往来が行わ

れている。また、ドイツのショルツ首相も 4

月 14日から 16日まで訪中した。 

（ハ）こうした中国を取り巻く状況を見れ

ば、日本が取るべき対応は自ずと明らかで

あろう。中国の東シナ海・南シナ海での拡張

主義的行動などを見れば、日本は主権・領土
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を守るため日米同盟、更には豪州・フィリピ

ンなどとの協力を強化することは必要であ

ろうが、同時にそのことが「米国一辺倒」あ

るいは「反中一辺倒」になってはならないと

いうことであろう。上記の通り、米国自身、

中国と対立・対抗しつつ、同時に中国とのビ

ジネスからの利益を得ようとしたたかな外

交を展開している。 

 

 

（ニ）米国以上に歴史的・経済的に中国との

関係が深く、複雑多岐にわたっている日本

には、より複眼的・重層的な対中アプローチ

が求められている。そのためには、対中政策

を含めた日本外交全体の「グランド・ストラ

テジー」の再構築が必要ではなかろうか。 

 

（2024年 4月 17日記） 

（注１）新発展理念：2017 年 10 月の第 19 回中国共産党大会で、中国の特色ある社会主義

を発展させるための基本方針として採択された「革新・調和・グリーン・開放・共有」を内

容とする発展の理念 

（注２）新ユーラシア・ランド・ブリッジ：中国東部の連雲港からオランダのロッテルダム

港へ至る国際的な鉄道幹線のことを指し、全長約 1万 9千キロで、ユーラシア大陸の 30余

りの国・地域を跨ぐ、「一帯一路」構想の中の「シルクロード経済ベルト」の重要な基盤 

（注３）西部陸海新通道：中国の西部地域から、広西壮族自治区を通って東南アジアに至る

陸海輸送ルートを指す。 

（注４）米国民間代表団：米中関係全国委員会の Greenberg 会長、Blackstone 社の

Schwarzman会長、Qualcomm社の Amon会長、ハーバード大学ケネディスクールの Allison教

授、米中ビジネス評議会の Allen 会長等 18 名からなる、昨年 11 月のサンフランシスコで

の米中首脳会談以降最も大きい米国からの代表団  

 

なお、本小論は筆者個人の見解であり、組織を代表するものでないことを申し添える。 

 

筆者略歴：元外交官。中国専門家。東大法学部卒。ハーバード大学大学院修士課程修了。外

務省入省後は、主にアジア畑を歩み、海外では中国・英国・ベトナム等で勤務。在スリラン

カ及び在ネパール日本国大使を歴任後、2013年に外務省退職。その後は、（株）日本総研国

際戦略研究所にて、副理事長として引き続き中国・東南アジア情勢の分析に従事。 
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